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生殖医療技術の進歩と生命倫理

　近年の生殖医療技術の進歩 は挙児を希望する不妊1iE患

者に福音をもたらしたが.そ の一方で生殖擬念や一般的

な社会通念を根底から蟹す論議を生み出している.そ の

なかで近い将来に解決すべき間題のひとつとして,第 三

者からの配偶子や胚の提供あるいは代理母といった生殖

技術を不妊治療にどう適応 していくかという課題が挙げ

られる.人 工授精,体 外受精といった生殖技術は従来で

あれば妊娠は不可能であったカップルに対 して児を設け

る機会を提供しているが,特 に体外での雄性雌性配偶子

による受精ならびにその体外培養を可能 とした体外受情

の技術導入により,理 論的にはi瀾 の精子,1個 の卵子

さらに正常な子宮が葎在すれば子供をつくることが可能

となっている.そ のため配偶子が欠如 したり子宮が摘出

された,本 来であれば全 く子供が期待できないようなカッ

プルに対しても第三者か らの協力を得て子供をつくるこ

とが技術的には全く問題なくなっている.日 本でも,こ

れまでは提供された情子を用いた人工授klの みが行われ

ていたが,今 後は第三者の精子,卵 子を用いた体外受精

などが普及 していくことが予想されている.

　本来,子 供は父親の精子,母 親の卵子より誕生 し遺伝

的に両親と繋がっており,母 親の子宮の中で発育や成熟

が成され出生に至り,出 生後はその両親が社会的な養育

の賞任を負っている.第 三者の配偶子や子宮を用いた不

妊治療はこれら従来考えられていた親の有する役割を分

断することとなり,子 供や親をどう定義すべきかという

根本的な問題にも直結している.す なわち遺伝学的な関

係を重視するのか,そ の場合梢子と卵子のどちらに優位

性を置くのか,ま た子供を出産したものが母親であるの

か,あ るいは妊娠前に配偶子や子宮の提供などを明記し

た契約書が親子関係を決定するのか,簡 単に結論の出る

問題では到底あり得ない.ま た将来的にはクローンによ

る受胎も可能になることを考えると問題はかなり複雑で

深刻であり,こ れらの医療技術が即座に認可されること

は避けるべきであり,十 分な論識と冷静な判断が必要で

あることは間違いない.一 部の医療者は不妊治癒を希望

するカップルの人権を尊重 し,卓 越 した医療技術を即座

に行使する権利を主張するとも考え られるが,自 然や神

の領域として委ねられていた生命の創造に対して人為的

な介入を可能にした生殖医療技術の使用にあたうては,

やはり社会あるいは人類全体の承認が必要であり個人的

に決定されることでは決 してない.

　最近になり生まれてくる子供の人権を尊重 した対処が

重要であるとの見解がクローズアップされている.す な

わち精子や卵子,受 精卵などの提供を受けて生まれた子

供に対 して遺伝的な観を知る権利を忽めようということ

である.こ れまで我が国で行われていた精子提供による

人工授籾では基本的には匿名性の原則が根底にあり,不

妊治療の実施あるいは患者夫婦の同意や提供者の確保の

ためにも必要条件と考えられてきた,も ちろん提供者の

確保のために出生児の権利が帳消 しにされるのは言語道

断であるが,現 況ではこれまでの慣習を打破することに

より親子関係がきわめて危険な状態に陥る可能性を否定

はできない,一 方で真実は真実として子供に正 しい情報

を提供することは,出 生に対 して疑問を持つ子供だけで

なく不安に狼損える両親に対 しても救済となる可能性は

十分あることより検討の余地があるのも事実である.そ

のためには不妊治療を受けた親子に対するカウンセ リン

グ制度の充実や社会全体の意識改革が必要であるのは当

然であるが、万人の同意を得るのはn易 ではない.

　また生殖医療技術は当初不妊症に対する治籏として研

究が進んだのであり,そ の恩恵を受けるのは不妊症のカッ

プルに限定 されるはずであったが,体 外受#n"の技術導入

は未婚であっても同性婚のカップルであっても提供者が

存在さえすれば子供がつ くれる道を切り開いている,今

後治療を受 ける対象感者をどう限定 していくか議論 され

ていくと思われるが,や はり最終的には親や子の定義作

りから行わなければならないのかもしれない.そ のうえ

で子供や治療を望む人たちの人権がどのように したら保

証されるかを考慮する必要がある.一 方で配偶子や子宮

の提供は近親者でなければ無償で行うことは実際に不可

能であり,体 外受精の適応の拡大により生賄医療は精子

バ ンクなどと提鵬 したビジネスとしての側而が強調され

ていくと危惧される.

　 さらに現在体外受精の技術を応用 して,重 篤な遺伝病

を回避するという大義名分の下に受精卵を用いて遺伝的

検索を行う着床前診断に対する開発が進められている.

その是非は別として遺伝的に良好な胚を選択するという

考え方は,今 後の展開によっては優性思想へと結びっい

ていく危険性をはらんでいる.輌 子の選別,卵 子の選別,

さらには受精卵診断による胚の遺伝的選別が行われ,不

必要な配偶子や胚を廃棄する権利が本当に我々に詔めら

れるのか疑問ではある.一 方で妊娠中期に行われる羊水

検査などによる出生前診断が社会的に6C,められて,そ れ

よりも早期に行われる着床前診断の方が制限されるのは

理解 し難いことでもある.生 命の誕生や胎児の人権をい

っから認めるべきかなどと併せて明確な基準設定が必要

であるが.両 者より結果的に行われる行為は出生後では

絶対に許 されないものであることを忘れてはな らない,

　 これまで医学の進歩は常に何人にも歓迎されると信 じ

られてきたが,生 殖医学においては現在の加速度的に進
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歩していく医療技術は一般人の社会常識をはるかに越え

ており,現 在では体外受楕が登場 した際には誰も予想 し

なかった様々な問題が生 じている.生 殖医療 は新たな生

命が誕生するという点で他の医療 とは明らかに異なって

おり,そ の医療技術の臨床への導入においては倫理的に

も道徳的にも解決すべき課題は多い.も ちろん法的な規

制を含む社会的なルール作りが早急に検討 されることが

望ましいが,法 の制定は社会的な容認を意味することよ

り多方面からの慎重な討議が不可欠である.ま たクロー

ン胚を使用した実験など研究面においても今後解決すべ

き諜題は多いが.我 々医療研究者は医学の進歩に貢献す

る使命を背負っており,そ のなかで人類全体に貞の恒久

的な幸せをもたらす道を探っていかなければならない.

　　　　　　　　　小 澤伸晃(国 立成育医療センター)

骨折と最小侵襲手術

　最近,骨 折治療に関する分野で も 「最小侵襲手術」と

いう用ssが 目に付 くようになって きた.「最小侵襲手術」

についての明確な定義はないが,従 来行われて きた手術

方法と同等の効果をより小 さな侵襲で得る手術方法,と

解される.骨 折治療の分野における最小侵襲手術の目的

は,骨 折部あるいはその周囲組織に対する侵襲の軽減,

皮切の縮小,自 家骨移値に対する代替手段などである.

　骨折治療の原則は古 くか ら,整 復 ・固定 ・後療法 とい

われ,現 在でも変わることはない.か つての骨接合術は,

転位を解剖学的に整復 し,強 固固定に固定することによ

り一時的骨癒合を得ることを第一 としていた.し か し,

そのため展開が大きくなり,骨 折部あるいは周囲組織に

対する損傷が大 きく,術 中出血,骨 癒合不全,隣 接関節

の拘縮,抜 釘後の再骨折などを生 じる原因ともなってい

た.Ender釘,　 KGntcher釘 などの髄内釘は,侵 襲の小

さい骨接合法 として利用されてきたが,回 旋や短縮に対

する固定牲が弱いという欠点があった.し か し現在では,

流通 している髄内釘の多 くが骨折部の短縮や回旋を防止

す るための横止めスクリ3　 が利用できるように改良さ

れており,単 純な骨折のみならず粉砕骨折 も適応となる

ため,大 腿骨,脛 骨,上 腕骨などの長幹骨骨折の治療手

段 としては髄内釘が第一選択となっている.大 腿骨逮位

骨幹端粉砕骨折など,従 来の髄内釘では治療の雌 しかっ

た部についても,膝 関節内から刺入する逆行性髄内釘に

より適応が拡大 した,一 方,侵 襲が大きいとされていた

プレー ト骨接合法についても,骨 折部か ら離れた部位か

ら骨表面にプレー トを挿入 し小皮切か らスクリュー固定

を す るminimally　 invasive　 plate　osteosynthesis

(MIPO)と いう手法が開発され普及 しつっある.　yFI　NF

や周囲組織を損傷せず骨癒合が比較的早いため,髄 内釘

の使用 しにくい大腿骨や脛骨の骨幹端粉砕骨折などに利

用 されている.前 腕骨骨幹部骨折 に対す るMIPOは,

目に触れやすい前腕部の手術綴痕が小さく患者の満足度

は高い.

　 その他,骨 折治療の分野で最小侵襲手術と考えられる

いくつかの手法がある.経 皮的 ピンニングは基本的な小

侵襲手術法であり,手 指の骨折や小児の非荷重関節付近

の骨折に多用されているが,手 技の工夫により,よ り効

果的な治療をめざした ものがある.ICI　Cti槌指に対する石

黒法,中 手骨骨折に対するFoucher法,擁 骨遠位端骨

折に対するKapandji法,鎖 骨骨折に対する経皮 ピンニ

ングなどである.ま た,経 皮的スク リュー固定は,小 皮

切からスクリ品一を刺入し骨折を固定する方法であるが,

大腿骨頚部内側骨折,脛 骨穎部骨折,足 関節果部骨折,

上腕骨通穎骨折,舟 状骨骨折などに応用されている,そ

の他.経 皮的鋼線締結法は膝蓋骨骨折に対 し行われてい

る.

　骨欠損を伴 う骨折では骨移tdiが必要な場合があるが,

圏家骨の代替材料を用いれば採骨という侵嬰を減らすこ

とができる.代 替材料と してはハイ ドロキ シアパタイ ト

などが使用されてきた,リ ン酸カルシウムペース トは調

合後の数分間はペースト状でありその後徐々に硬化する,

骨欠fiB部の形状に合わせて補填することができるため近

年急速に普及 している.

　このように,最 小侵襲手術は現在骨折治療の重要なキー

ワー ドである.大 腿骨頚部内側骨折に対する人工骨頭置

換術でさえ数cmの 皮切で行っている施設 もある.最 小

侵襲手術は,術 野が狭 く従来扶に比較すると技術的難易

度は高い.手 術に由来する合併症を生 じた場合,そ の侵

襲は最小から最大に変化する。そのため術者には十分な

解剖学的知識,手 術法に対する知識と技皿が要求される

ことは言うまでもない.今 後は手術手技 ・機器の開発に

加え,BMP,　 FGFな ど増殖因子の臨床応用,超 音波の

新鮮骨折への応用などよる骨癒合促進技術の開発が期待

される.

　　　　　山中一 良(済 生会神奈川県病院 竪形外科)
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